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は じ め に

　横手市は、古くから羽州街道や雄物川を基盤として、秋田県南地域の

交流、物流の拠点として栄え、恵まれた自然環境に加え豊饒な土壌や水

利条件から、県内有数の農産物の産地として発展してきました。近年は、

農地の集積による大規模化や団地化、自動車関連企業等の進出、観光振

興による交流人口の増加など、幸せな地域社会の実現を目指したまちの

将来像である「みんなの力で 未来を拓
ひら

く 人と地域が燦
かがや

くまち　よこて」

の実現に向けて取り組んでおります。

　しかし、人口減少や少子高齢化の進行に歯止めがかからず、生活様式

の変化や価値観の多様化などに伴い、歴史的背景により育まれてきた建

造物の老朽化や伝統的な地域行事の担い手の減少など、地域における人々

の活動と歴史上価値の高い建造物が一体となって形成してきた歴史的風

致が失われつつあります。

　このため本市では、歴史的風致を維持・向上させ、未来へと継承する「地

域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき「横手市

歴史的風致維持向上計画」を策定しました。

　計画では、本市が維持向上すべき歴史的風致として３つの地域別に９

つに整理しており、今後は、この計画に沿ってさまざまな事業を展開し

ながら、地域に残る歴史的・文化的資源を積極的に活用し、地域の特性

を生かした人と地域が燦
かがや

くまちづくりを更に進めてまいります。

　結びに、本計画の策定に際しご尽力、ご助言をいただいた「横手市歴

史的風致維持向上協議会」の皆さまを始め、貴重なご意見やご提言、資

料のご提供をいただきました皆さまに深く感謝申し上げます。

　　　　　　　平成 30 年７月

　　　　　　　横手市長　
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横手市歴史的風致維持向上計画横手市歴史的風致維持向上計画

序
　
章

序
　
章

　横
よこ

手
て

市は、豊かな自然環境に恵まれた歴史と文化が息づくまちである。平安時代には、後
ご

三
さん

年
ねん

合
かっ

戦
せん

（1083-1087）がこの地域を舞台に繰り広げられ、また、中世に小
お

野
の

寺
でら

氏が横手城
を築城して以降は城下町として繁栄したほか、市の西部を流れる雄

お
物
もの

川
がわ

と東部を貫く羽
う

州
しゅう

街
道を基盤に、人・物・文化が行き交い、街道の結節点となる各地で近世以降定期市が開設さ
れ、常に新しい情報と融合しながら横手独自の文化を築いてきた。一方で、波

は
宇

う
志

し
別
わけ

神社の
ように古代から連綿とその伝統を受け継ぐ社寺もある。
　こうした歴史的背景により育

はぐく
まれた横手の多様な文化は、横手城の旧城下周辺での「送り

盆行事」や小正月行事の「かまくら」、街道の結節点として栄えた増
ます

田
だ

地区や浅
あさ

舞
まい

地区、沼
ぬま

館
だて

地区で行われる神社の祭礼など、歴史と伝統を受け継ぐ人々の活動に体現されており、こ
れらの活動は、旧来の町割りや歴史的な建造物や町並みと一体となって良好な歴史的風致を
形成している。

　しかし、人口減少や少子高齢化、生活様式の多様化など、社会環境の変化等が進む中、市
内の歴史的風致の核となる歴史的建造物の老朽化や伝統的な地域行事の担い手の減少などが
生じており、旧城下や各地域に残る良好な町並みの保全、伝統行事の継承にも課題が見られ
るなど、本市固有の歴史的風致が失われる恐れもある。
　こうした本市を取り巻く状況を踏まえながら、「地域における歴史的風致の維持及び向上
に関する法律（平成 20 年法律第 40 号。以下『歴史まちづくり法』という。）」に基づき、本
市固有の歴史的風致を守り育て、未来へと継承するために「横手市歴史的風致維持向上計画」
を策定し、本市が持つ歴史的資源を積極的に活用した、横手らしいまちづくりを推進する。

序章　計画策定にあたって序章　計画策定にあたって

１　計画策定の背景及び目的１　計画策定の背景及び目的

歴史的風致の概念図



2

序章　計画策定にあたって序章　計画策定にあたって

　２　計画の位置づけ２　計画の位置づけ
　本市では、総合的かつ計画的な市政運営を図るため、長期的なまちづくりの指針として平
成 28 年（2016）に第２次横手市総合計画を策定し、持続可能なまちづくりと魅力あるまち
づくりに取り組んでいる。その中で、基本目標の一つに「楽しく学び郷土愛あふれるまちづ
くり」を掲げ、歴史文化を活かしたまちづくりを進めることとしている。
　横手市歴史的風致維持向上計画は、歴史文化を活かしたまちづくりを推進するための計画
とし、関連する平成 31 年（2019）に改正した都市計画マスタープラン、平成 24 年（2012）
に策定した横手市景観計画、令和 3 年（2021）に改訂した第３次横手市観光振興計画など
と連携し、本市の歴史的風致の維持及び向上を図るものとする。

３　計画期間３　計画期間
　本計画の計画期間は、平成 30 年（2018）度から令和９年（2027）度までの 10 年間とする。

４　計画策定の体制４　計画策定の体制
　本計画は、庁内組織において課題の整理及び歴史的風致、施策・事業案等の検討を行い、
学識経験者や各種団体等の意見を反映させるための歴史まちづくり法第 11 条に基づく「横
手市歴史的風致維持向上協議会」において計画案の協議をし、各種審議会の助言及びパブリッ
クコメントによる市民意見等を経て、策定を進めた。

■横手市歴史的風致維持向上協議会の構成（五十音順、敬称略）
氏　　名 所属、役職 備　　考

近江谷　正幸 秋田県教育庁生涯学習課文化財保護室長

北河　大次郎 独立行政法人東京文化財研究所近代文化遺産研究室長

後藤　治 学校法人工学院大学建築学部教授 会長

竹村　勉 秋田県建設部都市計画課長

千田　孝八 横手市伝統的建造物群保存審議会

照井　康晴 横手市都市計画審議会 副会長

冨樫　泰時 横手市文化財保護審議会

根岸　洋 公立大学法人国際教養大学国際教養学部助教

林　良彦 独立行政法人奈良文化財研究所客員研究員

平元　美沙緒 まちづくりファシリテーター

藤原　惠美子 横手市景観審議会

舟引　敏明 公立大学法人宮城大学事業構想学部教授
見田　貞一郎
栗田　律子

横手市教育委員会教育総務部長
Ｈ 30.3.31 退任
Ｈ 30.4.1 就任

渡部　幸伸
小原　信美

横手市建設部長
Ｈ 30.3.31 退任
Ｈ 30.4.1 就任
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計画策定の体制図
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序章　計画策定にあたって序章　計画策定にあたって

５　計画策定の経緯５　計画策定の経緯
　庁内関係課との連携を図りながら検討を進めるとともに、「横手市歴史的風致維持向上協
議会」や各種審議会等における意見を踏まえ、本計画の策定を進めた。
平成２８年　６月２７日　　部局長会議において庁内推進体制を組織化
平成２８年　７月２０日　　第１回関係課長・担当者合同会議
平成２８年　８月２３日　　第２回担当者会議
平成２８年１０月　３日　　第２回関係課長、第３回担当者合同会議（現地視察）
平成２８年１２月１２日　　第３回関係課長、第４回担当者合同会議
平成２９年１１月１８日　　第５回担当者会議
平成２９年　２月２０日　　第４回関係課長、第６回担当者合同会議
平成２９年　２月２０日　　横手市歴史的風致維持向上計画庁内研修会
平成２９年　５月　２日　　第７回担当者会議
平成２９年　５月１２日　　政策会議において進捗状況報告
平成２９年　８月　７日　　第５回関係課長、第８回担当者合同会議
平成２９年　８月２１日　　政策会議において進捗状況報告
平成２９年　９月　４日
　　　　　　　　　～５日　計画策定に向けた現地視察会
平成２９年１１月１０日　　政策会議において進捗状況報告
平成２９年１２月２７日　　第６回関係課長、第９回担当者合同会議
平成３０年　２月１５日　　第１回横手市歴史的風致維持向上協議会
平成３０年　３月１９日　　政策会議において進捗状況報告
平成３０年　４月１２日　　第２回横手市歴史的風致維持向上協議会
平成３０年　４月２６日
　　　　　　～５月２５日　横手市歴史的風致維持向上計画（案）のパブリックコメント
平成３０年　６月　３日　　第３回横手市歴史的風致維持向上協議会
平成３０年　６月２５日　　横手市歴史的風致維持向上計画　認定申請
平成３０年　７月１１日　　横手市歴史的風致維持向上計画　認定


